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役場からのおしらせ

　大字八河谷の一部、大字芦津の一部、大字大

屋の一部、大字西谷の一部（図参照）の地籍調

査が終了し、法務局への登記が完了しました。

　今後は鳥取地方法務局、役場税務住民課で更

新された地籍図などのデータが利用できます。

　土地所有者の皆さんには現地立会などで大変

お世話になりました。ありがとうございました。

地籍調査一部完了のお知らせ

鳥取県東部広域行政管理組合廃棄物等審議会委員の募集

問合せ先　　地籍調査課　　☎７５－４１２２

問合せ先　　鳥取県東部広域行政管理組合事務局環境衛生課

　　　　　（〒６８０－００５２鳥取市鍛冶町１８－２）

　　☎０８５７－２６－０５３２　FAX：０８５７－２９－２７５９

 電子メール kankyo@east.tottori.tottori.jp

募集内容

廃棄物の処理及び再利用並びに本組合が設置する公の施設の管理運営に関する基本的事項に

ついて審議

任期　委嘱の日から２年間

会議の開催　３回程度／年

募集条件

鳥取県東部地域在住の２０歳以上（令和５年４月１日現在）で、平日開催の会議に出席でき

る人

募集人員　３人程度

報酬　７千円／出席１回

募集方法

７月２５日（火）必着で、応募理由を４００字程度にまとめ、住所・氏名・生年月日・職業・

電話番号を明記のうえ、持参・ファクシミリ・郵送・電子メールのいずれかで問合せ先まで

※書類選考のうえ、応募者に選考結果を通知
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